
 豊明市福祉体育館 指定管理者 シンコースポーツ中部株式会社  

令和３年 9 月 10 日 

豊明市内による 

新型コロナウイルス感染者増加に伴う 

営業時間変更期間延長のお知らせ 
 

平素よりご利用いただき誠にありがとうございます。 

豊明市内での新型コロナウイルス感染者増加に伴い、下記の期間、豊明市福祉体育館、

勅使体育施設の営業時間変更の期間延長をいたします。 

再開及び期間の再延長等につきましてはホームページにてご案内いたします。 

ご不便ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。 

 

【開館時間変更期間】 

９月 30 日（木）まで 

９時 00 分～20 時 00 分（退館） 
【対象施設】 

●豊明市福祉体育館 

専用利用……アリーナ・柔道場・剣道場・会議室 

個人利用……トレーニングルーム・卓球場 

●勅使体育施設………勅使オムニテニスコート（1～4 面）・ 

勅使グラウンド・弓道場・ 

ターゲットバードゴルフ場 

※施設利用料の還付(返金)及び振替及び教室等の開催の詳細は別紙にてご確認ください。 


